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技術試験等に係る試験要員の旅客後払証による輸送について（通達）

標記について、別添のとおり定めたので通達する。
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別紙

技術試験等に係る試験要員の旅客後払証による輸送について

１ 目的

防衛装備庁における試作品の技術試験及び所内試験等（以下「技術試験等」とい

う。）に係る試験要員を、試験研究費（運搬費）の支弁により輸送（自衛隊旅客運

賃料金後払証（以下「旅客後払証」という。））するための基準を示すことを目的と

する。

２ 全般

旅客後払証の使用に当たっては、歳入歳出予算科目表、関係諸規則、協定及び諸

契約を遵守し、関係機関等と緊密な連係を保持するとともに、適正かつ経済的に行

う。

３ 適用範囲

旅客後払証は、試作品の技術試験等の実施について適用するものとし、かつ、次

の事項に該当する場合に使用することができる。

⑴ 技術試験等細部計画書に基づき、試験の編成表に編成された試験要員とする。

⑵ 試験要員の移動人員は、原則として２名以上とする。

⑶ 旅客後払証の使用できる路線は、別表に示す会社（以下「関係会社」という。）

の路線内各駅相互間、又は関係会社の路線と連絡運輸を行う他の運輸機関の路

線とにまたがる各駅相互間とする。

４ 旅客後払証発行権者

旅客後払証発行権者（以下「発行権者」という。）は、旅行命令権者とする。

５ 旅客後払証の請求等

⑴ 部課長等は、旅行命令に基づき、旅客後払証の必要がある場合は、旅客後払

証請求書（別記様式第１）を作成し、発行権者に請求する。

⑵ 旅客後払証の乗車券及び急行券等（以下「乗車券類」という。）の計算は、

防衛省所管旅費取扱規則による。

⑶ 旅客後払証で購入できない乗車券類については、防衛省所管旅費取扱規則基

づき旅費を支給する。

６ 旅客後払証の発行



⑴ 発行権者は、旅客後払証の発行を承認した場合は、別表に示す機関別コード

番号及び発行番号を付与し、旅客後払証発行台帳（別記様式第２）に記録のう

え発行する。

⑵ 旅客後払証（別記様式第３）は、発着駅及び列車を同じくする輸送ごとに、

１枚を発行する。

⑶ 旅客後払証を発行する場合は、旅費概算請求書の備考欄に、旅客後払証番号

を記入する。

⑷ 発行権者は、前号により旅客後払証を発行した場合は、官署支出官に送付す

る。

７ 旅客後払証での乗車券類の購入

⑴ 官署支出官は、前項第４号の送付を受けた場合、乗車券類を旅客後払証によ

り購入し、試験要員の責任者（以下「責任者」という。）に交付する。ただし、

官署支出官は、緊急その他必要がある場合、旅客後払証を責任者に交付し乗車

券類を購入させることができる。

⑵ 官署支出官又は責任者は、乗車券類を購入した場合、旅客後払証の副片及び

控片を受領し、発行権者に送付する。

⑶ 発行権者は、送付を受けた旅客後払証の副片及び控片を保管する。

８ 事故等の処理

⑴ 責任者は、旅客後払証による移動中に列車の事故等が発生した場合、駅務員

等と連絡し所要の処置を行うとともに、発行権者に通報するものとする。

⑵ 発行権者は、前号により事故等の通報を受けた場合、速やかに官署支出官に

通報する。

⑶ 官署支出官は、前号により事故等の通報を受けた場合、速やかに関係会社と

協議し所要の処置を講ずる。

９ 旅客後払証の払戻し

⑴ 責任者は、乗車券類を購入した後に旅行の中止又は日程変更をした場合、速

やかに発行権者に通報しなければならない。

⑵ 旅行の中止、日程変更及び一部の者が途中下車した場合の処置は、次の各号

による。

ア 責任者は、発駅、中継駅、着駅又は列車内において、駅務員等から乗車券

類に不乗車証明を受け、到着後速やかに当該乗車券類を発行権者に提出しな

ければならない。

イ 責任者は、試験要員が病気等のため途中下車した場合、医療機関の診断書



を受領し、駅務員等に診断書及び乗車券類を提示し乗車券類に不乗車証明を

受け、到着後速やかに当該診断書及び乗車券類を発行権者に提出しなければ

ならない。

ウ 責任者は、前各号による不乗車の場合、不乗車区間、人員及び理由等に関

する不乗車通報（別記様式第４）を発行権者に提出しなければならない。

エ 発行権者は、前各号の事実が生じた場合、旅客後払証に払戻しのために必

要な事項を記入し、乗車券類を添付して官署支出官に送付する。

オ 官署支出官は、前号の送付を受けた場合、乗車券類の払戻しの手続を行

う。

１０ 後払運賃の支払

⑴ 報告

発行権者は、月ごとに集計した旅客後払証発行台帳（写）、旅客後払証副片及

び旅費概算請求書（写）を翌月の１５日以内に、旅客後払の報告（年月分）（別

記様式第５）により支出負担行為担当官に報告する。

⑵ 支出負担行為

支出負担行為担当官は、関係会社から請求書が提出された場合、当該請求書及

び前項により報告された関係書類を照合確認し、支出負担行為を行う。

⑶ 支払

官署支出官は、支出負担行為に基づき関係会社に対し、支払を行う。

１１ 帳票類の保存期間

各帳票類の保存期間は、５年間とする。

１２ 委任規定

この通達に定めるもののほか、細部事項については長官官房会計官が定める。



別 表

関 係 会 社 機関別コード番号

略号 会 社 別 機 関 名 コード番号

Ａ 北海道旅客鉄道株式会社 内部部局 ＴＲ０１

Ｂ 東日本旅客鉄道株式会社 航空装備研究所 ＴＲ１１

Ｃ 東海旅客鉄道株式会社 陸上装備研究所 ＴＲ１２

Ｄ 西日本旅客鉄道株式会社 艦艇装備研究所 ＴＲ１３

Ｅ 四国旅客鉄道株式会社 新世代装備研究所 ＴＲ１４

Ｆ 九州旅客鉄道株式会社 防衛イノベーション科学技術研究所 ＴＲ１５

千歳試験場 ＴＲ２１

下北試験場 ＴＲ２２

岐阜試験場 ＴＲ２３

飯岡支所 ＴＲ３１

新島支所 ＴＲ３２

川崎支所 ＴＲ３３

土浦支所 ＴＲ３４

岩国海洋環境試験評価サテライト ＴＲ３５














